
〇 岡山県後期高齢者医療広域連合職員の自家用車の公務使用に関する要綱 
 

令和２年９月３０日 

広域連合告示第３１号 

 
 （目的） 
第１条 この要綱は、職員の自家用車の公務上の使用について必要な事項を定め、 

 公務能率の向上を図ることを目的とする。 
 （用語の定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 

 ころによる。 
 (1) 自家用車 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規 

  定する自動車及び同条第３項に規定する原動機付自転車で、職員本人若しくは 

  その親族が所有しているもの又は割賦販売法（昭和３６年法律第１５９号）に 

  よる割賦等で購入し所有権が留保されているものをいう。 
 (2) 公用車 岡山県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）が所 

  有若しくはリース契約をしている自動車及び原動機付自転車をいう。 
 (3) 所属長 職員が配属された機関の長をいう。 
 （自家用車の使用制限等） 
第３条 職員は、この要綱の規定により所属長の承認を受けた場合を除き自家用車 

 を公務に使用してはならない。 
２ 職員は、この要綱の規定により所属長の承認を受けて自家用車を公務に使用す 

 る場合においては、第５条第２項の規定により承認された場合を除き、何人も当 

 該自家用車に同乗させてはならない。 
 （自家用車の登録） 
第４条 自家用車を公務のために使用しようとする職員は、概ね月に１回以上県内 

 出張を行う職員であって、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、

公務能率の向上が見込まれる場合に限るものとする。ただし、任命権者が特に必要 

 と認めた場合は、この限りでない。 

２ 自家用車を公務のために使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使 

 用登録申請書（様式第１号）を所属長に提出し、その登録の承認を受けなければ 

 ならない。登録事項に変更が生じたときも同様とする。 
３ 所属長は、前項の申請の内容が次に掲げる要件をすべて備える場合において、 

 自家用車の登録を承認することができる。 
 (1) 職員が、当該自家用車の運転に必要な運転免許取得後１年を経過していること。 
 (2) 職員が、過去１年以内において、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号） 

  に違反して運転免許の取り消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故若しく

は違反にかかる刑罰に処せられていないこと。 

 (3) 当該自家用車は、法定点検等により整備状況が良好であること。 
 (4) 当該自家用車は、自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）に定め 

  る自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約（以下「強制保険」

という。）を締結していること。 
 (5) 当 該 自 家 用 車 は 、 保 険 金 額 無 制 限 の 対 人 賠 償 保 険 及 び 保 険 金 額 

  １，０００万円以上の対物賠償保険（共済も同様とする。）の任意保険契約（以



下「任意保険という。）を締結していること。 

４ 所属長は、年度初めには、過去に承認を受けた者の前項に定める要件の確認を行

 うもの とする。 
 （命令及び使用の承認） 
第５条 職員は、出張を命ぜられ、前条の規定により登録の承認を受けている自家 

 用車を公務に使用するときは、あらかじめ自家用車の公務使用に係る旅行命令兼 

 承認簿（様式第２号）を作成するものとし、所属長の承認を受けなければならない。 
２ 職員は、出張を命ぜられ、他の職員を公務に使用する自家用車に同乗させて出 

 張しようとするときは、あらかじめ自家用車の公務使用に係る旅行命令兼承認簿 

 を作成するものとし、所属長の承認を受けなければならない。この場合において、 

 所属長は同一用務又は目的地が同一若しくは同一方向であること等から公務遂行 

 上効率的であると認められるときは、他の職員が自家用車に同乗して出張するこ 

 とを承認することができる。 

３ 前項の規定により同乗する職員は、その出張の路程が市外を含むときは自家用 

 車の公務使用に係る旅行命令兼承認簿を作成するものとする。  

 （職員及び所属長の責務） 
第６条 職員は、自家用車を公務に使用するときは、次の各号に掲げる事項を守り 

 安全の確保に努めなければならない。 

 (1) 所属長の命令及び法令の規定を遵守すること。 
 (2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転しないこと。 
 (3) 整備不良による事故などを防止するため、自家用車の整備点検を行うこと。 
２ 所属長は、前項各号に掲げる事項について必要な指導監督に努めなければなら 

 ない。 

 （運行区域） 
第７条 職員が、公務に使用する自家用車を運行できる区域は、原則として岡山県 

 内とする。    
 （旅費の支給） 
第８条 旅費は、岡山県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例（平成１

９年広域連合条例第１２号）の定めるところにより計算した額とする。 

 （事故処理等） 
第９条 職員が自家用車を公務に使用しているときに事故の当事者となった場合は 

 直ちに所属長に報告しなければならない。事故処理については、当事者間で強制 

 保険及び任意保険（以下「保険」という。）の範囲内で行う。ただし、次条の規 

 定により広域連合が賠償責任を負う場合は、公用車の事故の場合と同様に取り扱う。 
 （損害の賠償等） 
第１０条 職員が、自家用車を公務に使用しているときの事故により第三者に損害 

 を与えた場合は、当該職員の自家用車について締結されている保険の範囲内で対 

 応することとし、賠償金額が保険の契約限度額を超えるときは、その超える金額 

 を広域連合が負担する。 
２ 前項の規定により広域連合が賠償の責に任じた場合において、当該職員に故意 

 又は重大な過失があったときは、広域連合は当該職員に対し求償権を有する。 

３ 第１項に規定する以外の一切の費用（保険会社の免責額、保険利用に伴う次回 

 の保険料増加額及び自家用車の修理代等を含む。）は、広域連合はこれを負担し 

 ない。 



 （職員が負傷した場合の補償） 
第１１条 職員が、自家用車を公務に使用しているときの事故により公務上の災害 

 が発生した場合は、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の定めると 

ころにより必要な補償を行う。 
 （服務規律の確保） 
第１２条 職員は、自家用車を公務に使用するに当たっては、公私混同等住民の不 

 信を招くことのないよう服務規律を十分に確保しなければならない。 

 （その他） 
第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 
  附 則 
 この要綱は、令和２年１０月１日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用す

る。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

自家用車公務使用登録申請書 

                             年   月  日      

 所属長              様 

                     所属 

                     氏名              印 

 岡山県後期高齢者医療広域連合職員の自家用車の公務使用に関する要綱第４条の規定 

に基づき、次のとおり申請します。 

 なお、自家用車を公務に使用するにあっては、同要綱に規定する内容を遵守すること 

を誓約します。 

運転免許 

種 類 取得年月日 免許証番号  

    

自家用車 

車両登録番号 車 名 所有者氏名 備 考  

     

 

任意保険 

保険金額 保 険 期 間  

（対人）            

         ～ 

 

 
（対物） 

 
 

添付書類 １  自動車運転免許証の写し 

     ２ 自動車検査証の写し 

     ３ 自動車損害賠償責任保険証明書の写し 

     ４ 任意保険証書の写し 

 

自家用車公務使用登録承認書 

年   月  日 

 上記の申請を承認する。 

                  所属長 

                  氏名               印 

 

 ＊「備考」欄には、所有者が職員の親族である場合は職員との続柄を、割賦等で購入し所有欄が留保 

  されている場合はその旨を記入のこと。 

 



様式第２号（第５条関係） 

 

 

 


